
生駒市貸切バス事業者支援事業（燃料油価格高騰対策）補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症流行の長期化及び燃料油価格高

騰により厳しい経営環境にある貸切バス事業者に対し、予算の範囲内で生駒市貸

切バス事業者支援事業補助金を交付することにより、燃料油購入の負担軽減を

通じて事業の継続及び安定運営が図られるよう支援することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、貸切バス事業者とは、本市内で道路運送法（昭和２６

年法律第１８３号）第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に掲

げる事業を行う者をいう。 

（交付の対象） 

第３条 補助金交付の対象となる貸切バス事業者は、次の各号に該当する者とする。 

（１） 本市内に営業所を有していること。 

（２） 事業継続の意志を有していること。 

（３） 代表者、役員及び従業員が生駒市暴力団排除条例（平成２３年１２月２８日条例

第２９号）第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等又は暴力団関係者で

ないこと。 

（補助金の額） 

第４条 貸切バス事業者に対する補助金の額は、令和４年４月１日から令和５年３

月３１日までの期間（以下「補助対象期間」という。）において、奈良運輸支局で自動

車登録されており、使用の本拠の位置を本市内の営業所とする一般貸切旅客自動車運送

事業を行った車両の走行した距離（キロメートル）の合計を、７．４で除し、２４．

１を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）

とする。 

 



（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、交付

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならな

い。 

（１） 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を証する書類の写し 

（２） 本市内に営業所を有することを証する書類の写し 

（３） 補助事業を実施する全ての車両について、自動車登録番号又は車両番号が

確認できる一覧表 

（４） 前号の車両について、奈良運輸支局で自動車登録され、使用の本拠の位置

を本市内の営業所とすることが確認できる書類等 

（５） 誓約書兼事業計画書（様式第２号） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書（様式第３号）によ

り申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付が不適当であると認めたときは、速やかに通知するも

のとする。 

 （変更等の承認申請） 

第７条 前条の規定による通知を受けた申請者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、補助事業（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第４号）その他市

長が必要とする書類を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（１） 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認め



るときは、申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 申請者は、補助事業実施後、次に掲げる書類により市長に実績を報告し

なければならない。 

（１） 実績報告書（様式第５号） 

（２） 補助金交付対象車両・輸送実績一覧（様式第５－１号） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の報告については、補助対象期間に応じ、次のとおり提出するものとす

る。 

補助対象期間 ４月～９月 １０月～３月 

報告内容 

令和４年４月１日から９月

３０日までの輸送実績 

令和４年１０月１日から令和５

年２月２８日までの輸送実績及

びそれに６／５を乗じたもの 

（補助金の額の確定等） 

第９条 市長は、前条の規定による報告があった場合には、当該報告に係る書類

の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通

知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付の請求） 

第１０条 補助金の交付は補助対象期間に応じ、補助金交付請求書（様式第７号）

により請求するものとする。 

２ 第１項の補助金交付請求書の提出期限は、令和５年３月６日とする。  

（状況報告） 

第１１条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業

の遂行状況について、報告を求めることができる。 

（検査等） 

第１２条 市長は、補助事業の適正な執行の確認の必要があると認めるときは、



補助事業者に対して報告又は関係書類の提出を求め、若しくは帳簿、書類その他

の物件等を検査することができる。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の返還を求めるも 

のとする。 

（１） 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けた者 

（２） 補助金の交付後に正当な理由なく事業を継続しない者又は継続する意志が

認められないと判断される者 

（支援事業の経理等） 

第１４条 補助事業者は、補助金にかかる経理を明確にするとともに、補助金の

申請等に要した関係書類及び証拠書類等を補助金の交付を受けた日の属する会計

年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（権利の譲渡又は担保の禁止） 

第１５条 補助金を受ける権利は譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

（補助事業者の公表） 

第１６条 市長は、必要と認める場合は、補助事業者の名称、代表者名、補助事

業者の内容等について公表できるものとする。 

 （施行の細目） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附則 

１ この要綱は、令和５年２月８日から施行する。 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けている者については、前項の規

定にかかわらず令和５年５月３１日までの間、なおその効力を有する。 


